
【 申　込　期　間 】 承認番号　第 ＃012 号 

令和８年７月１日(水)〜令和８年７月３１日(金)

【 注　意　事　項 】

　● 岸和田市墓苑の使用については、申込資格をはじめ、きまりや制限があります

　 　ので、この「使用申込のしおり」をよくお読みになったうえで、申込みをして

　　 ください。

　● 同時に公募する「一般募集」と重複して申込みをすることはできません。

                  令和８年度 特別

岸和田市墓苑

使用申込のしおり

特別募集用(墓苑第２)



　

　

申 込 み か ら 使 用 許 可 ま で

《 申 込 み 受 付 期 間 （ 郵 便 ） 》
令和８年７月１日（水）から令和８年７月３１日（金）まで

◎　郵送で申込みをしてください。

　○　令和８年７月３１日の郵便消印のものは有効です。

　○　申込方法（必要書類）は、３ページに掲載しています。

《 申 込 み 控 え の 送 付 》
令和８年８月５日（水）ごろまで

◎　｢受付（抽選）番号｣を付けた「使用申込み控え」を郵送します。

《 墓 所 の 抽 選 》

◎抽選会場は職員会館２階大会議室(７ページの見取り図参照)です。「使用申込み控え」をご持参のうえご出席（自由参加）ください。

《 抽 選 結 果 の 通 知 》
令和８年８月１９日（水）まで

◎　当選、落選の結果を記載した「抽選結果通知書」を発送します。

《当 選後の 手 続き（使用許可申請）》
令和８年８月２０日（木）から令和８年８月２８日（金）まで

◎　公園緑地課（市役所第２別館４階）で当選者の使用許可申請を受け付けします。

　○　受付時間は、午前９時～午後５時３０分
　　（※お昼１２時から１２時４５分までは休憩になり受け付けできません。）

　○　（土）、（日）は休日のため、受け付けできません。

◎　持参する必要書類は、４ページに掲載しています。

《 使 用 料 ・ 掃 除 料 の 納 付 》
令和８年９月１６日（水）まで

◎　納付期限までに必ず一括納付してください。

《 使 用 許 可 書 の 交 付 》
令和８年９月３０日（水）まで

◎　使用許可書は使用料と掃除料が納付されたことを確認した上で、郵送で交付します。

※　上記の交付期限は、基準日であり納付状況により遅れる場合があります。

《 再 募 集 》
令和９年３月３１日（水）まで

◎　令和８年度特別募集での空き区画について、令和８年１０月１日（木）より再募集します。

※　窓口でのお申込みの先着順にて、受付します。空き区画数を超えた場合は、再募集は終了となります。
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令和８年８月１３日（木）　　午後３時３０分から



面積 間口 奥行 区画数

※募集場所及び区画位置は１０ページから１３ページに掲載しています。

遺骨のある人

永代使用料 掃除料（管理費）

金額 左の算出基礎 金額 左の算出基礎

１０，０００円

＜７，５００円＞

７，５００円

＜５，７００円＞

６，０００円

＜４，５００円＞

令 和 ８ 年 度

岸和田市墓苑使用者公募要項（特別募集）

所 在 地 岸和田市墓苑 岸和田市流木町地内

募 集 区 分 墓苑第２（新墓地）

4.0㎡ 1.6ｍ 2.5ｍ 10

3.0㎡ 1.5ｍ 2.0ｍ 20

2.4㎡ 1.2ｍ 2.0ｍ 20

令和８年７月1日現在本市に居住する世帯主で、令和７年６月30日以前から引き続
き本市に住所を有し、遺骨※を自宅で安置しているか、寺院や墓地等へ預骨、納
骨している人（ただし、すでに岸和田市墓苑を使用している人とその人の属する世
帯主は応募できません。）

※ 遺骨とは、申込者の配偶者又は直系血族の遺骨（申込者が祭祀する当該申込者の兄弟姉妹又は当該申込
者の配偶者の親若しくは兄弟姉妹の遺骨で、当該遺骨を埋蔵すべき墓所を岸和田市墓苑に持たないものにつ
いては、当該遺骨を含む。）をいいます。

※ 申込み後、不正に岸和田市以外に住民登録を変更したことが判明したときは、申込みを取り消します。
※ 申込みができるのは、一般募集、特別募集どちらか一方だけになります。

面 積

※ 永年にわたって使用していただく
  ための使用料です。　
※ 墓所は分譲（売買）ではありませ
　ん。

※ 掃除料は、墓域及び周辺の共用
　部分を維持管理する費用です。
  使用許可された区画内は使用者が
  清掃・管理してください。
※ 掃除料は、永代ではなく、毎年度
 納めていただきます。申し出によ
　り来年度以降の４年度分を前納する
　ことができます。なお、本年度の掃
　除料は＜＞内の金額となります。
※ 次年度以降に条例改正があった
  ときは、当該条例の規定に基づき
  変更されます。

4.0㎡ ９５０，０００円 @237,500×4.0㎡ @2,500×4.0㎡

3.0㎡ ７１３，０００円 @237,500×3.0㎡ @2,500×3.0㎡

2.4㎡ ５７０，０００円 @237,500×2.4㎡ @2,500×2.4㎡

※ 1,000円未満の端数は1,000円に切上げ ※ 100円未満の端数は100円に切上げ

区画の面積
及び 公募 区
画 数

申込資格（申
込 み の
で き る 人 ）

使 用 料
及び 掃除 料
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１．

※1

※2

２．

３．

４． 遺骨の保有証明

※1

※2

※3

　※申込み先　〒596-8510 岸和田市岸城町７－１　岸和田市役所 公園緑地課 墓苑担当

岸和田市墓苑使用申込書

１１０円の郵便切手２枚

住民票の写し（コピーやマイナンバーの記載があるものは不可）

遺骨とは、申込者の配偶者と申込者の直系血族の遺骨（申込者が祭祀する当該申
込者の兄弟姉妹又は当該申込者の配偶者の親若しくは兄弟姉妹の遺骨で、当該
遺骨を埋蔵すべき墓所を岸和田市墓苑に持たないものについては、当該遺骨を含
む。）をいいます。　

提出された申込書などはお返しできません。

※令和８年７月３１日の郵便消印のものは有効ですが、期間の過ぎたものや電
話、メール等での受け付けはしません。申込状況は随時、ホームページで発表し
ます。

封筒に『申込みに必要な書類』を入れて郵送してください。

※『使用申込み控え』は抽選会の出席（自由参加）の際に必要ですので、大切に保管しておいてください。

※抽選結果は申込者全員に『抽選結果通知書』でお知らせします。

※申込者および申込者の代理人以外の方の会場への入場はできません。

使用区画の
決 め 方

面積別および区画番号順に、公開抽選の方法により決定します。また、決定した位置は、
どのような理由があっても変更できません。もちろん、当選者間で合意しても、位置の変更
は認めません。

墓苑第２（新墓地）の区画の面積は３種類あります。
申込みの後は変更できませんのでご注意ください。

申込みは郵送となります。

お近くの郵便局で１１０円郵便切手を２枚購入し、岸和田市墓苑使用申込書と共に
同封してください。

住民票は令和８年７月１日以降発行のもので、世帯全員の氏名・続柄・本籍
の記載されたものが必要です。

遺骨の保有証明として「死体火葬許可証」または「改葬許可証」のコピーを添付
してください。これらの許可証が添付できない場合は、使用申込書の下段に遺骨
の保有（自宅安置・お寺などに預骨）証明としてお寺などの証明を頂いても構い
ません。

申込み期間
申込み方法

申込み期間
（応募期間）

令和８年７月１日（水）から令和８年７月３１日（金）まで

申込み方法
（応募方法）

申 込 み 控 え
の 送 付

申込み受付後、受付番号（抽選番号）を記載した『使用申込み控え』を、８月５日（火）ごろ
までに郵送します。『使用申込み控え』が届いたら、ご自分が申込みされた墓所の区画に
間違いがないか確認してください。

抽選の日時
抽選の場所

抽選の日時
令和８年８月１３日（木）　午後３時３０分から （自由参加）

抽選の場所
職員会館　２階　大会議室（７ﾍﾟｰｼﾞの見取り図参照）
※エレベータ等の設備は無く、階段のみとなります。

申 込 み に
必要な書類
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○

○

○
   

○

ア．

イ．

※抽選結果の電話またはメール等でのお問合わせにはお応えできません。

令和８年８月２０日（木）から令和８年８月２８日（金）まで

※（土）、（日）は休日のため、受け付けできません。

午前９時から午後５時３０分まで

※お昼１２時から１２時４５分までは休憩になりますので、受け付けできません。

岸和田市役所　建設部　公園緑地課  墓苑担当

※市役所第２別館　４階（８ﾍﾟｰｼﾞの見取り図参照）

１．岸和田市墓苑抽選結果通知書

２．登録印鑑（実印）及び印鑑登録証明書（発行から３ヶ月以内のもの）

３．戸籍謄本または除籍謄本等で次の事項が記載

      された市町村長が発行する書類が必要です。

当選者と亡くなられた方の続柄

亡くなられた方の死亡事項

　　　　　（外国人の方は、上記に代わる書類として、出生届、婚姻届、
　　　　　　死亡届等の受理証明の写しが必要な場合があります。）

　　※提出された申請書などはお返しできません。

※上記期間内に申請書が提出されないときは、当選が無効となります。

① 公開により抽選します。

② 当選者と使用できる墓所は、１回の抽選で同時に決定します。

③ 抽選は区画の面積ごとに行います。

④
抽選は番号を記載した玉を抽選機に入れ、１人１個ずつ玉を出し、出た玉の数字
で当選、落選の決定をします。

墓所区画の番号と同一の番号を出された方が当選となり、その番号がその方が使
用することができる墓所区画となります。

墓所区画と異なる番号を出された方は落選となり、そのまま補欠となります。なお、
補欠順位は出玉に記載された数字の小さい方から順に当選とします。

辞退者があり、補欠から当選者となったときは通知します。また、補欠の有効期間
は、令和８年９月１６日（水）までとします。

応募者数が墓所の募集区画数以内の場合は全員当選となります。その場合は若
い番号から募集人数分だけの玉を入れて使用区画のみの抽選となります。

抽 選 結 果
の 通 知

当選、落選の抽選結果は令和８年８月１９日（水）までに申込者全員に『抽選結果通知書』
を発送します。また、当選者の番号をホームページでもお知らせします。

当選者の方は当選後の手続きに『抽選結果通知書』が必要ですので、大切に保管してお
いてください。

当選された方は下記の期間内に墓苑使用の許可申請をしてください。

① 申 請 期 間

② 受 付 時 間

③ 申 請 場 所

④ 必 要 な も の 申請の際は下記のものをご持参ください。

※　３．でア、イの
事項が記載されて
いるのであれば、
法務局が発行する
「法定相続情報一
覧図」でも可です。

抽 選 方 法

当　　選　　後
の　手　続　き
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　１．岸和田市墓苑抽選結果通知書

　２．当選辞退届（公園緑地課に備えてあります。）

　３．運転免許証等公的機関の発行する証明書。代理人が提出手
　　　続きに来られる場合は、当該代理人も運転免許証等公的機関
　　　の発行する証明書が必要です。

※２　ご使用いただくときは、１４ページにある「使用のきまり」をよくお読みください。

※返還届が必要です。

使 用 料

掃 除 料

※未経過年数の１年未満の端数は切り捨てて計算します。

　　当選後、辞退する場合は令和８年８月２８日（金）までに必ず辞退届を提出
　　してください。

辞 退 届 に
必 要 な も の

　　※ 永代使用料及び掃除料の納入後は墓所返還の扱いとなり、納入された金額の全額を返金
　　　　することができません。辞退の扱いとはなりませんので十分ご注意ください。

使 用 料 等
の 納 付

   令和８年９月１６日（水）までに、一括納付してください。

使用許可の申請時、使用料・掃除料の納付書をお渡ししますので、最寄りの金融機関の窓口（納付
書裏面記載）でお支払いください。なお、分割納付の取扱いはしておりません。

※　期限までに納付がない場合は、当選の権利を放棄したものとみなし、その資格を失うことがあ
　 　りますのでご留意ください。

使用の開始
（使用許可書
の 交 付 ）

使用料・掃除料の納付を確認させていただいたうえで、令和８年９月３０日（水）まで
に郵送で「岸和田市墓所使用許可書」をお送りします。 ※１
墓所は使用許可書が届いたときから使用できます。※２

　　※１　金融機関によっては、市の会計口座への入金に若干の日数を要し、「岸和田市墓所使用許
　　　　　可書」の発送が遅れる場合があります。また、補欠当選者への郵送についても同様の事象に
　　　　　より遅れる場合がありますのでご留意ください。

墓所が要らなくなったときは、墓所を原状（更地）にもどして市に返還してください。また、納
付された使用料・掃除料は岸和田市墓苑条例の規定により、次のとおり還付します。

使 用 許 可 を
受 け て か ら
の経過年数

使 用 状 況 還 付 金

１年未満

改葬跡地である 使用料の２５％

改葬跡地でない 使用料の８０％

１年以上

改葬跡地である 使用料の２５％

改葬跡地でない 使用料の５０％

掃除料を５年分一括で前納された方につきましては、未経過年数に応
じた額を還付します。

当　　選　　後
辞退する場合

墓所の返還
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次の場合、申込み及び当選が無効となりますので注意してください。

１．１人または１世帯で２通以上の申込みをしたとき

２．同じ遺骨で複数の人が申込みをしたとき

３．岸和田市墓苑の使用者となっている人またはその人が属する世帯の世帯主
　　が申込みをしたとき

４．申込み資格が無いかまたは虚偽の申込みをしたとき

５．当選後、必要書類を提出しないとき

使用に際してのきまり事項は１４ページに記載してありますが、特に留意すべきこと
は次のとおりです。

①　 墓所の申込者が使用者として決定しますと、その名義は相続（使用者が死亡）
が発生しない限り変更できません。したがって必ず、祭祀の主宰者（焼骨（遺骨）
を埋蔵したり、墓石の建立をする人）の名前で申込みをしてください。

②　 墓所は使用者の兄弟等、2世帯以上での共同使用はできません。

③ 墓石等に家名を表示する場合、その家名は使用者の家名でなければなりま
せん。また、建立者は、使用者または墓所を承継できる続柄関係にある者で
なければなりません。

④ 掃除料（管理費）は、毎年度納めていただきます。ただし、申し出により来年度
以降の４年度分を前納することができます。

そ の 他

○　申込みをする前に、墓地の現場をよく見ておいてください。墓苑までの経路図およ
　　 び見取り図は９ページから１３ページに載せてあります。

○　市では石材業者等の紹介は行っておりません。

○　個人情報保護のため、個人を特定できる情報は一切公表しません。

※注意事項

使 用 に
際 し て の
決 ま り 事 項

再　募　集

①令和８年度特別募集での空き区画について、令和８年１０月１日（木）から令和９年３月
３１日（水）まで再募集します。

②受付方法は、３ページ「申込みに必要な書類（切手は１枚となります）」を公園緑地課墓
苑担当の窓口提出でお申込みいただき、先着順に受付し、申込資格等を確認後、令和８
年度特別募集空き区画の若い番号順（辞退区画含む）に当選とします。
※空き区画を超えた申込みがあった場合は、再募集は終了となります。

③受付後の手続きは、岸和田市墓苑申込結果通知書を発送しますので、４ページ「当選
後の手続き」の「必要なもの」を期日（※１）までにご持参の上、使用許可の申請をして下さ
い。その際、納付書をお渡ししますので、納付期限（※２）までにご納付ください。納付確認
後、墓所使用許可書をお送り致します。

※１　岸和田市墓苑申込結果通知書に記載期限（おおよそ１０日間）
※２　納付書に記載期限（おおよそ１０日間）
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墓　苑　担　当

　

　

◎ 抽 選 会 場
岸 和 田 市 役 所

職 員 会 館 ２ 階 大 会 議 室
※ エ レ ベ ー タ の 設 備 は 無 く 、 階 段 の み と な り ま す 。

ＴＥＬ：４２３－９５８１

府道大阪臨海線

第2
別館

府 道 堺 阪 南 線

本町
交番

本町
郵便局

市役所別館

だんじり会館
消 防 署
岸城分署

市 役 所 駐 車 場 Ｎ

グ ラ ウ ン ド
駐
車
場

岸 城 神 社

職員会館 図書館

蛸 地 蔵 駅 岸 和 田 駅
至 和 歌 山 市 南 海 本 線 至難波

府
道
岸
和
田
港
塔
原
線

岸
和
田
駅
前
通
商
店
街

岸
和
田
城
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○当選後の申請場所

岸 和 田 市 役 所

第 ２ 別 館 ４ 階 公 園 緑 地 課
墓　苑　担　当 ＴＥＬ：４２３－９５８１

府道大阪臨海線

府 道 堺 阪 南 線

市役所第2別館 ４階
本町
交番

本町
郵便局

市役所別館

だんじり会館 消防署

市 役 所 駐 車 場 Ｎ

グ ラ ウ ン ド
駐
車
場

職員
会館

岸 城 神 社

図書館

蛸 地 蔵 駅 岸 和 田 駅
至 和 歌 山 市 南 海 本 線 至難波

府
道
岸
和
田
港
塔
原
線

岸
和
田
駅
前
通
商
店
街

岸
和
田
城
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表入口

● 墓苑事務所

コンビニ コンビニ

裏入口 ○ ○ ○コインランドリー

市道包近流木線（通称：水道みち）

スーパーマーケット

　

府道大阪和泉泉南線

至和歌山 至 大 阪

岸和田市墓苑までの案内図
府 道 堺 阪 南 線

市役所

岸和田城

岸 和 田 駅
至和歌山市 南 海 本 線 塔

原
線

至難波

❶岸和田駅前バス停

至和歌山 至 大 阪

国 道 ２ ６ 号

Ｊ Ｒ 阪 和 線至和歌山 至天王寺
東 岸 和 田 駅

❷東岸和田駅前バス停
○

至和歌山 至天王寺

○9

葬儀屋 虎橋
【墓苑への交通】

１）墓苑内へは自動車で進入することができます。
慰霊塔前バス停 ❸

NTT○
２）南海バスをご利用の場合は、次のとおりです。

❶又は❷のバス停からは「天神山・一の宮循環」行き
岸和田市

「畑町経由」で❹のバス停で降りてください。
墓　苑

なお、墓苑事務所へ行かれる方は❸で降りてください。

至貝塚市 ❹ 歩行者用入口 ○ 至和泉市

岸和田市

墓苑（第２）○斎場
出入口

府
道
岸
和
田
港

市
道
岸
和
田
三
ヶ

山
線

墓
地
公
園
前

バ
ス

停

リハーブ
（東岸和田市民センター）

土生交差点

神須屋南交差点



令和８年度　岸和田市墓苑募集場所・区画位置（特別募集）

３７号地 4 ２２０～２２３

３８号地 16 ２８６～３０１

計 50

募集墓所（特別募集）の場所（岸和田市墓苑の全体図）

種別（面積） 間口 奥行 募集場所 区画数 区画位置 備考

ト（4.0㎡） 1.6ｍ 2.5ｍ ３９号地 10 ２１～３０

ヌ（3.0㎡） 1.5ｍ 2.0ｍ

ネ（2.4㎡） 1.2ｍ 2.0ｍ ３８号地 20 ２４７～２６６

墓苑入口

岸和田市立斎場

墓地公園前バス
停墓苑入口

墓苑入口

墓苑事務所

慰霊塔前バス

慰霊塔

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

小渕川

３町共同墓地

募集墓所の場所
　　　　　【墓苑第２（新墓地）】

　　第37号地～第39号地の各一部　　　

トイレ

合葬墓

-10-



水汲

使
用
許
可
済

使
用
許
可
済

使
用
許
可
済

使
用
許
可
済

水汲
N

使
用
許
可
済

使
用
許
可
済

209

200-
 1

1
 - 駐

　

車
　

場

201 211

202

203

204

道
　
　

路

205 220

206 221

207 222

198 208 223

ト

37 号 地

ヌ

ネ ネ

36 号 地
ヌ ヌ

ヌ ヌ

3.00 ㎡
第37号地（ヌ）号220～223番地



水汲

次
回
以
降
公
募
地

次
回
以
降
公
募
地

次
回
以
降
公
募
地

使
用
許
可
済

206 266
207 247

使
用
許
可
済

208 248
209 249
210 250
211 251
212 252 286

駐
　

車
　

場

193 213 253
287214 254 274
288215 255 275

216 256 276 289
217 257 277 290

198 218 258 278
291219 259 279
292 297260 280

221 261 281 293 298

-
 1

2
 - 222 262 282 294 299

203 223 263 283
295 300 297204 264 284
296 301 298265 245

ト

38 号 地

ヌ

39号地

ヌ ヌ ネ ネ ネ ネ

ヌ

2.40 ㎡
第38号地（ネ）号247～266番地

3.00 ㎡
第38号地（ヌ）号286～301番地



Ｎ

水汲 25

次
回
以
降
公
募
地

次
回
以
降
公
募
地

次
回
以
降
公
募
地

26

27

駐
車
場

28

29

13 30

14

15
道
路 16

17

18

W
.
C

21

22

23

24

道路

ト

39 号 地

38 号 地

ト

4.00 ㎡
第39号地（ト）号21～30番地

－ 13 －



１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９.

10.

11.

12.

使用のきまり（抄）

　岸和田市墓苑内の墓所は、次のことを守って使用していただきます。

決定した位置は、どのような理由があっても変更できません。もちろん、当選者間で合意して

も、位置の変更は認めません。

祭祀又は墓石の設置等、墓地本来の目的に使用してください。

使用は使用者と配偶者、そして使用者の直系血族の祭祀に使用でき、使用者世帯とその兄弟

世帯等での２世帯間使用は原則出来ません。

遺骨、遺髪、遺品等で市長が適切と認めるものが埋蔵できます。

囲障（巻石）は、使用場所の区画を明確にするため３年以内に、次のとおり設置してください。

①材質は、石材又はコンクリート等耐久性のあるものであること。

②境界から前後左右１．５cm以上控えて設置し、その高さは３０cm以内とすること。

③入口を市が定めた間口以外の位置（墓所のプレート番号面以外）に設ける場合は、墓所内に

　３０㎝以上の巾の通路を確保すること。

墓石を設置する場合、その高さは巻石から１８０cm以内とすること。

墓石等に家名を表示する場合、その家名は原則使用者の家名でなければなりません。

また、建立者は使用者又は墓所を承継できる関係にある者でなければなりません。

使用には、次の手続きが必要です。

①工事着手届（囲障｢巻石｣、墓石等の設置等をする場合）

②埋蔵・改葬届（遺骨等の埋蔵等をする場合）

③住所等変更届（住所等の変更をした場合）

④墓所承継使用届（使用者死亡による承継使用をする場合）

使用者の名義変更は、相続（使用者の死亡）の場合以外はできません。

次の場合、使用許可を取消すことがあります。

①墓地本来の目的以外に使用したとき。

②不正行為により使用許可を受けたとき。

③転貸し又は使用権を譲渡したとき。

④その他、法令、条例、規則等に違反したとき。

次のような場合、使用権は消滅します。

①使用者が死亡し、相続人又は親族のうち、祭祀を主宰する者がいないとき。

②使用者が所在不明となり、他に使用する者がなく、２０年を経過したとき。

市は、使用許可後に生じた墓所の損害について、一切責任を負いません。

※ なお、上記きまりは主に岸和田市墓苑条例及び同施行規則よりの抜粋ですので、詳細は

　 それらをご覧下さい。またご不明な点がございましたら下記までお問合せください。

【問合せ先】　岸和田市建設部　公園緑地課　墓苑担当
　　　　　　　℡：０７２（４２３）２１２１（代表）
　　　　　　　℡：０７２（４２３）９５８１（直通）

－ 14 －



（午前8時３０分〜午後５時００分まで）

≪　お問い合わせ先　≫

   〒５９６－８５１０　（ 岸和田市役所専用郵便番号 ）

　岸和田市岸城町７番１号

　岸和田市役所　建設部　公園緑地課　墓苑担当

   ☎　０７２－４２３－９５８１（ 直通 ）　

   ☎　０７２－４２３－２１２１（ 代表 ）内線３０５５・３０５７　

≪　現 地 案 内　≫

岸和田市墓苑事務所　　☎　０７２－４２６－１０５３


